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令和３年度 第 1回苫小牧市民文化芸術審議会 会議概要 

 

       日 時：令和３年８月２４日（火）１３：００～１３：３０ 

       会 場：苫小牧市役所第２庁舎 ２階南会議室 

 

出席委員：坂井会長、松原副会長、伊藤委員、尾野委員、佐藤委員、下山委員 

     手塚委員、中川委員、林委員  計９名 

欠席委員：草賀委員  計１名 

事 務 局：瀬能教育部長、斎藤教育部次長 

     生涯学習課 林崎課長、渡辺主査、別紙主任主事 

 

 

１ 開会 （進行）林崎課長 

２ 議事 （進行）坂井会長 

 

（１）令和３年度苫小牧市民文化芸術振興助成事業の追加申請について 

  市民文化芸術振興助成事業の概要と令和３年度助成事業の追加分として申

請のあった１件について、事務局より説明。 

 

＜主な質疑＞ 

委  員：コンサートの部分で市内在住のコンサートと書かれていますが、子ども

たちの選定はどういう基準となりますか。また、ワークショップについ

てもお聞かせください。 

事 務 局：広報とまこまいにて掲載し、チラシも作成しており、チラシ配布やポス

ター掲示で周知をしております。 

委  員：実際には出たとこ勝負にはならないので、事前に練習とか必要だと思い

ますが、その費用は入っていないように見えますが大丈夫ですか。 

委  員：ワークショップは練習なしでよいです。１４日にワークショップで先生

から指導を受けながら、その時に演奏しますが、その前の練習の事です

よね。 

委  員：１４日にワークショップを受けた子供たちが２１日に演奏するというこ

とですか。 

委  員：子供たちはワークショップだけで、２１日は先生が演奏する予定ですか。 

事 務 局：当日は子供たちも発表します。 

委  員：ということは、ワークショップに参加する１日が練習期間となります。 

会  長：他にご意見はありますか。 

委  員：コロナ対応で現在オフィシャルな対策としては、入場者の氏名や緊急連
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絡先等を把握するようになっていると思いますが、これはやらないので

しょうか。 

事 務 局：要望計画書の４枚目にコロナ対応として記載されておりますが、チケッ

トを作成するので、チケットの裏面や名簿等で把握する形を取る予定で

す。 

委  員：氏名や連絡先を聞くというのは、市の指導要綱に沿っていますか。 

事 務 局：コロナ対策については、市で持っている訳ではないので、国や道が出し

ている指針に沿って対策していただくこととなります。今出ている内容

ですと、１,０００名以上のイベントなると、必ず保健所に連絡して名簿

や連絡先を作りますが、１,０００名以下となる場合は、それらを踏まえ

て主催者が万が一の時に保健所に報告できるような対応をしていると

思います。 

会  長：他にご意見はありますか。 

委  員：参加者８０人というのはコンサートで８０人という事ですか。 

事 務 局：ハスカップホールの定員が１５０名なので、約半数の８０名と伺ってお

ります。 

委  員：収入がワークショップ３０名となっておりますが、先ほどの説明では２

０組と言っていました。組というのは何でしょうか。 

事 務 局：ピアノの連弾などがあるため、１組という数え方をしています。 

会  長：他にご意見はありますか。 

委  員：これは毎年続いてきているということで、助成額が９万円から７万円に

減ってきて今回３万円ということは、自立に向かっているという解釈を

してよいでしょうか。 

事 務 局：ワークショップの参加料をきちんと取っていますし、今回は会場費が無

料のため下がった部分もありますが、自立に向けて進んでいると思いま

す。 

委  員：令和２年２月に助成を受けていると記載がありますが、この時は何名程

度で実施されたのでしょうか。 

事 務 局：昨年度はコロナウイルスの関係で中止となっており、一昨年はアイビー

プラザでの開催で会場が違いますが、コンサートで２００名プラス参加

者４８名、ワークショップでは４８名参加されております。 

会  長：他にございますか。この案件についてのご質問がなければ、（１）

令和３年度苫小牧市民文化芸術振興助成事業の追加申請については、

原案通りということでよろしいでしょうか。 

各 委 員：意義なし。 

 

※助成事業追加申請１件の承認を得る。 
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（２）苫小牧市民文化芸術振興助成金交付要綱の見直しについて 

  苫小牧市民文化芸術振興助成金交付要綱の見直しについて、事務局から説

明。 

 

＜主な質疑＞ 

委  員：今回の審議会では検討委員会を設置するかということだけですか。 

事 務 局：はい、そうです。 

会  長：検討委員会は審議会の委員のうちから会長が指名する者で構成されると

いう事なので、助成金要綱の留意事項に記載があります、３月に承認さ

れた審査会のメンバーを指名いたします。よろしいでしょうか。 

委員一同：異議なし。 

会  長：では、（２）苫小牧市民文化芸術振興助成金交付要綱の見直しについては、

原案通りということで進めます。なお、助成金交付要綱検討委員会に選

出された委員におかれましては、本審議会終了後に引続き検討委員会を

開催いたしますので、ご出席の程よろしくお願いいたします。 

 

※苫小牧市民文化芸術振興助成金交付要綱の見直しについて承認を得る。 

 

 

３ その他 

（１）第２次苫小牧市民文化芸術振興推進計画の点検進捗状況について 

第２次苫小牧市民文化芸術振興推進計画の点検進捗状況について、事務局

から説明。 

 

＜質疑応答＞ 

委員一同：特になし。 

会  長：全体を通して、他にございますか。 

委  員：北海道が緊急事態宣言になるのではという噂がたくさん出てますが、

そういった情報は届いていますか。 

事 務 局：皆さんが心配されているのが、緊急事態宣言後の公共施設の利用につい

てだと思います。けれども、現時点ではまだ情報が入ってきておりませ

んので、報道等で確認いただきたいと思います。 

 

４ 閉会 １３時３０分 


